
大阪府住宅供給公社が管理する府営住宅の区域が 

変更になります。 
平成 29 年 4 月 1 日より、大阪府住宅供給公社が管理している府営住宅の区域が、一部

変更になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 4 月 1 日より、千里管理センターで担当していた高槻市、茨木市、摂津市、

島本町及び泉大津管理センターで担当していた岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野

市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市、忠岡町、熊取町、田尻町、岬町の府営住宅は、

株式会社東急コミュニティーが管理を行います。 

これら区域の府営住宅にお住まいの皆さまには、これまで大阪府住宅供給公社の管理

業務にご理解とご協力を頂きましたことに、厚く御礼申し上げます。 

 

※平成 29 年 4 月 1 日以降、大阪府住宅供給公社が管理する区域以外の府営住宅につ

いてのお問い合わせは、ふれあいだより春の号（Vol.75）2 ページの「府営住宅の

管理事務所の変更について」をご覧ください。 

 

４月１日以降の管理者：株式会社東急コミュニティー 

4 月 1 日以降の管理区域：豊中市、池田市、箕面市、吹田市 


